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首都高 料金ガイド

「ETC利用履歴発行プリンター」について
○「ETC利用履歴発行プリンター」をご利用の場合、ご走行直後（出口通過後）から利用明細書の発行が可能です。
出口通過前の利用明細書は発行できません。

○主な設置箇所：首都高全PA、当社社屋、その他関連施設等
「ETC利用履歴発行プリンター」http://www.shutoko.jp/fee/etc_reference/printer/

通行止めにより、一旦首都高を出て再度利用した場合について
○�事故等に伴う通行止めにより、当社が指定する出口から一旦首都高を流出し、一般街路を走行し、当社が指定する入口から再度�

首都高に流入した場合、それらの通行を1回の通行とみなします。首都高をご利用後、安全な場所から「首都高お客様センター」

までご連絡ください。当社にてご利用状況が確認できた場合は、通行料金の調整を行います。

なお、通行止め等による通行料金の返金はできません。

ETCでご利用の場合のご注意
○料金所のない入口もしくは出口等において、カード未挿入等により正常なETC無線通信ができなかった場合、
実際のご利用より高い料金となることがありますので、ご注意ください。
例）�「台場料金所」－「銀座出口」間の普通車走行において、「銀座出口」でETC無線通信できなかった場合、出口の記録がない�

ため、本来「340円」のところ「1,300円」となる場合があります。
○また、入口から出口まで同一のカードをご利用されなかった場合においても、実際のご利用より高い料金となることが
ありますので、ご注意ください。

○上記のような場合は、首都高をご利用後、安全な場所から「首都高お客様センター」までご連絡ください。
当社にてご利用状況が確認できた場合は、通行料金の訂正を行います。

【首都高お客様センター】 TEL : 03-6667-5855  営業時間 7:00〜20:00（年中無休）

料金所での利用証明書について
○�ETC車載器が無い場合、もしくは、利用証明書が必要な場合は、「ETC/一般」レーンまたは「一般」レーンで、ETCカードを
料金所係員にお渡しください。ただし、この場合は現金でご利用の場合（P.6）と同じ料金が適用されます。

○ETCシステム利用規程等を事前にご確認ください。
「ETCシステム利用規程」 http://www.shutoko.jp/fee/etc/rules/
「ETCシステム利用規程実施細則」 http://www.shutoko.jp/fee/etc/rules/rules2/
○ETCカードが有効期限内であるか確認してください。また、ETCカードは車載器に確実に挿入し、
正常に動作することを確認してください。

○首都高の入口から出口まで同一のETCカードをご利用いただき、出口までETCカードを抜かないようにお願いします。
○パーキングエリアで休憩中にETCカードを抜いた場合は、忘れずに車載器に挿入するようにお願いします。
○料金所では、「ETC専用」レーンまたは「ETC/一般」レーンを無線通行でご利用ください。
○料金所では、20km/h�以下に減速し、開閉バーが開いたことを確認して、必ず徐行でご通行ください。

料金通知について
○通行料金に関するお知らせ箇所は出口です。（料金通知は「音声案内タイプ車載器」のみとなります。）
○けん引車については、正しい料金通知ができない場合がございますが、請求は正しい料金となります。

ご利用方法

「ETC利用照会サービス」について
○ご走行後（出口通過後）概ね4～5�時間で利用明細が反映されます。
○利用明細に表示される通過時刻は、入口通過時刻となります。
○正常なETC無線通信ができなかった場合、ETC利用照会サービスへの反映が遅れ、翌日以降になることがあります。
「ETC利用照会サービス」http://www.etc-meisai.jp

ETC でのご利用について


























